
農地を取得すると、通常、次の算式により不動産取得税が課税されます。

（注）税率は、令和９年３月31日まで、３％とされています。

～ 農用地利用集積等促進計画等による農地の取得を後押しします ～

税額＝取得価格（固定資産課税台帳価格）×税率（４％）

農地を取得した場合の不動産取得税の特例

本則

特例

　農用地利用集積等促進計画により農地を取得した場合には、不動産取得
税の課税標準の３分の１を控除。
　ただし、特例対象農地となる土地は、農用地区域内のものに限ります。

（注）交換により土地を取得した場合についても、課税標準の特例があります。

　農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進
計画等により農地を取得した場合
（地方税法附則第11条第１項）

※ 令和９年３月31日までに取得した場合の特例です。
※ 福島復興再生特別措置法に基づく農用地利用集積等促進計画による取得を含みます。
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